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 堺市職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 
   令和３年３月５日 

                   堺市人事委員会    
                       委員長 酒 井 貴 子  

堺市人事委員会規則第●号 
 

堺市職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則 
 
 堺市職員の退職管理に関する規則（平成 28 年人事委員会規則第４号）の一部を次のよう

に改正する。 
 第 18 条第１項に次の１号を加える。 

(3) 条例第32条第２項第２号の外郭団体の職員として採用された場合 
 第 18 条第３項に次の１号を加える。 

(9) 前各号に掲げるもののほか、退職者の適正な管理を行うため、任命権者が必要があ

ると認める事項 
様式第１号中 

「   
 ふりがな 

氏名                 ㊞ 
を 

  」   
「    
 ふりがな 

氏名                  
（ 申 請 者 が 自 署 し な い 場 合 は 、 記 名 押 印 を す る こ と 。 ） 

に 

  」  
改める。 
 様式第２号中 
「    
 

（ふりがな）  
氏名          ㊞  

 
を 

  」   
「    
 （ふりがな）  

氏名           
（届出者が自署しない場合は、記名押印をすること。）

 
に 

  」   
改める。 
 様式第３号を次のように改める。 

（次のよう 別記） 

ĘAF7�

5ĽùƂǧ³p

 堺市職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 
   令和３年３月５日 

                   堺市人事委員会    
                       委員長 酒 井 貴 子  

堺市人事委員会規則第●号 
 

堺市職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則 
 
 堺市職員の退職管理に関する規則（平成 28 年人事委員会規則第４号）の一部を次のよう

に改正する。 
 第 18 条第１項に次の１号を加える。 

(3) 条例第32条第２項第２号の外郭団体の職員として採用された場合 
 第 18 条第３項に次の１号を加える。 

(9) 前各号に掲げるもののほか、退職者の適正な管理を行うため、任命権者が必要があ

ると認める事項 
様式第１号中 

「   
 ふりがな 

氏名                 ㊞ 
を 

  」   
「    
 ふりがな 

氏名                  
（ 申 請 者 が 自 署 し な い 場 合 は 、 記 名 押 印 を す る こ と 。 ） 

に 

  」  
改める。 
 様式第２号中 
「    
 

（ふりがな）  
氏名          ㊞  

 
を 

  」   
「    
 （ふりがな）  

氏名           
（届出者が自署しない場合は、記名押印をすること。）

 
に 

  」   
改める。 
 様式第３号を次のように改める。 

（次のよう 別記） 
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